
告 示

�愛媛県告示第１２０２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２６年１０月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

伊予鉄ターミナルビル 松山市湊町５丁目１
番地１ 駐車場の位置 １１箇所 １０箇所 平成２６年

１０月１日
平成２６年
１０月２２日

駐車場の収容台数 １，８３６台 １，８２４台

駐車場の自動車の出入口の数
及び位置 １７箇所 １６箇所

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

発 行 愛 媛 県
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○ 政治団体の届出事項の異動の届出………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…９２６
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

毎週（火・金）曜日発行 第２６１９号 平成２６年１０月３１日

平成２６年１０月３１日金曜日 第２６１９号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第１２０３号
農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第１８条第１項の規定に基づき、農地中間管理機構公益財団法人えひ

め農林漁業振興機構から農用地利用配分計画の認可申請があった。

当該農用地利用配分計画は、愛媛県農林水産部農業振興局農産園

芸課担い手・農地保全対策室において告示の日から２週間公衆の縦

覧に供する。

平成２６年１０月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

有限会社
太陽ファーム

愛媛県西予市三瓶町
朝立７番耕地１２２番
地１

愛媛県北宇和郡松野
町大字上家地５７番１
ほか２３筆

３２，３６８

２ 申請年月日

平成２６年９月２６日

�������
�愛媛県告示第１２０４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２６年１０月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

今治市大三島町宗方６７８６の２、６７８７の２、６７８９、６７９１、６７９２の

２、６７９３の２、６７９４の２、６７９５の２、６７９６、６９９７の２、７０１２の２、

７０１２の３、７０１５から７０１８まで、７０８３の２、７０８４の２、７０８７の２

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１２０５号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」と

いう。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁、南予

地方局建設部及び宇和島市役所において告示の日から起算して３週

間公衆の縦覧に供する。

平成２６年１０月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 中村 時広

松山市岩崎町一丁目７番７号

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

宇和島市戸島１８８４番から同１８８８番までの地先公有水面

イ 区域

次の１点から３点までを順次直線で結んだ線並びに３点と

１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．１７メー

トル）の陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（宇和島市戸島１８８４番地先の臨港道路に設置された金

属鋲）は、北緯３３度１１分４７秒、東経１３２度２１分３７秒の地点

１点は、基点から真北１９度５５分４２秒６６．３２メートルの地点

２点は、１点から真北２８度５１分５４秒１１．１７メートルの地点

３点は、２点から真北１１８度５１分５４秒１２０．５０メートルの地

点

ウ 面積

１，５９７．５７平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

宇和島市戸島１８８４番から同１８８２番４までの地先公有水面及

び陸域

イ 区域

次のＡ点からＪ点を順次直線で結んだ線及びＪ点とＡ点を

直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（宇和島市戸島１８８４番地先の臨港道路に設置された金

属鋲）は、北緯３３度１１分４７秒、東経１３２度２１分３７秒の地点

Ａ点は、基点から真北１７４度０５分１１秒９．４７メートルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北３０度０５分３０秒６７．７３メートルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北１１８度５１分５３秒１８８．４３メートルの地

点

Ｄ点は、Ｃ点から真北２０８度５０分２２秒７５．７０メートルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北３０３度１８分１８秒６１．３２メートルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北３００度３８分３４秒１７．１８メートルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北２９７度１４分５０秒１．３１メートルの地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北３０１度３５分４０秒８．６５メートルの地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北３００度１６分３７秒２１．６２メートルの地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北２９９度５６分１３秒１９．５１メートルの地点

ウ 面積

１３，３４８．９３平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地

４ 出願年月日

平成２６年１０月１６日

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１２０６号
次のとおり落札者を決定した。

愛 媛 県 報平成２６年１０月３１日 第２６１９号

９２４
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平成２６年１０月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２０７号
次のとおり落札者を決定した。

平成２６年１０月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２０８号
次のとおり落札者を決定した。

平成２６年１０月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２０９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２６年１０月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年１０月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

可搬型ポスト ６組
愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２６年１０月３日
富士電機株式会社四国
支社
香川県高松市番町一丁
目６番８号

５８，３２０，０００円 一般競争入札 平成２６年８月２２日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

炭酸ガスレーザ加工機 １台
愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２６年１０月１７日
四国溶材株式会社
愛媛県今治市宅間甲３６
０番地

２４，７３１，８９２円 一般競争入札 平成２６年９月５日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

低真空走査型電子顕微鏡 一式
愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２６年１０月１７日
大豊産業株式会社松山
支店
愛媛県松山市姫原三丁
目３番４０号

２１，１６８，０００円 一般競争入札 平成２６年９月５日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２１）第２８５１号 平成２２年
２月２２日 大濱漁業� 濱田 憲志 南宇和郡愛南町中浦７７０ 平成２６年

９月２日 土木工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２２）第１０１１８号 平成２３年
３月２５日 �南予圧送 宇都宮 康 大洲市平野町野田１６６６ 平成２６年

９月１１日
建築工事業
とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－２２）第１５７７２号 平成２２年
７月６日 清水鉄筋 清水 誠 北宇和郡鬼北町大字大宿

１０１９－１
平成２６年
９月１７日 鉄筋工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長月城辺線
南宇和郡愛南町御荘長月１９７０番１から

同町御荘長月１６０１番１まで

旧 ３．６～６．２ ０．６３７

新 ４．５～１４．７ ０．６４５

愛 媛 県 報平成２６年１０月３１日 第２６１９号

９２５
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選挙管理委員会告示
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�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２６年１０月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県選挙管理委員会告示第６１号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２６年１０月３１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第６２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２６年１０月３１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第６３号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

平成２６年１０月３１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２６年１０月１０日 特定非営利活動法人
つくし保育園 山 崎 愛 松山市堀江町甲１０８番地１５ この法人は、児童福祉の理念に基づいて、子ど

もが心身共に健全に発達成長するための保育に
関する事業を行い、また多様な子育てと保育の
ニーズに応えながら地域の社会福祉と子どもの
健全育成に寄与することを目的とする。

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

渡部伸二を推薦する会 流 水 龍 也 野 中 玲 子 松山市松前町三丁目２－２ 平成２６年９月１２日

石川秀夫後援会 石 川 秀 夫 山 平 重治郎 南宇和郡愛南町御荘菊川１２７１ 平成２６年９月２２日

近藤良二後援会 近 藤 良 二 近 藤 喜美子 新居浜市久保田町一丁目１０－１３ 平成２６年９月２４日

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

自由民主党伯方支部 主たる事務所の所在地 今治市伯方町叶浦甲１６６７－３ 今治市伯方町木浦甲３４５５－５ 平成２６年９月１日 政党の支部

代 表 者 中 村 卓 三 村 上 泰 造

三好正後援会 主たる事務所の所在地 伊予市下吾川３８５－８ 伊予市下吾川３９８－１ 平成２６年９月４日

維新の党愛媛県総支部 政 治 団 体 の 名 称 維新の党愛媛県総支部 日本維新の会愛媛県総支部 平成２６年９月２６日 政党の支部

維新の党衆議院愛媛県第
３選挙区支部 政 治 団 体 の 名 称 維新の党衆議院愛媛県第３選挙区

支部
日本維新の会衆議院愛媛県第３選
挙区支部 平成２６年９月２６日 政党の支部
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�愛媛県選挙管理委員会告示第６４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定に

よる政治団体の設立の届出について、次に掲げる政治団体から訂正

の届出があったので、政治団体の設立の届出（平成２６年８月愛媛県

選挙管理委員会告示第３８号）の一部を次のとおり訂正する。

平成２６年１０月３１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第６５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定に

よる資金管理団体の届出について、次に掲げる者から訂正の届出が

あったので、資金管理団体の届出（平成２６年８月愛媛県選挙管理委

員会告示第４１号）の一部を次のとおり訂正する。

平成２６年１０月３１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 代表者の氏名 届 出 年 月 日

石 川 秀 夫 愛媛県議会議員 石川秀夫後援会 南宇和郡愛南町御荘菊川１２７１ 石 川 秀 夫 平成２６年９月２２日

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

箇 所 訂 正 前 訂 正 後

滝 本 徹 代 表 者 の 氏 名 砂 野 哲 彦 滝 本 徹

政治団体の名称 箇 所 訂 正 前 訂 正 後

たきもと徹後援会 代 表 者 砂 野 哲 彦 滝 本 徹

平成２６年１０月３１日 発行
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